
令和２年度

第２回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会 次第

令和 3年 2月 5日 14:15～16:00
土佐町立割、土佐町東石原

１ 開会 （ １４：１５～ ）

農業政策課長挨拶

２ 議事（現地視察）

（１）中山間地域等直接支払（立割集落協定） （ １４：２０～ ）

～移動～

（２）中山間地域等直接支払（東石原集落協定）（ １５：２０～ ）

（３）閉会 （ １６：００～ ）



令和２年度

第２回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会

配布資料

中山間地域等直接支払制度について

○ 土佐町における中山間直接支払制度について

○ 立割集落協定について

○ 東石原集落協定について



土佐町における中山間直接支払制度について

○５期対策当初の概要
【協定数】 ：18集落協定 （基本単価３協定・体制整備加算15協定）※５協定が今期より10割の取り組みを実施
【協定総面積】 ：3,460,156㎡ （田2,983,324㎡：畑331,624㎡：草地17,362㎡：採草牧草地127,846㎡）
【交付金額】 ：74,999千円
【加算取り組み】：超急傾斜加算 ６協定（大規模な改良事業の実施、農産物加工物の生産、販売促進イベントの実施など）
【協定参加者】 ：延べ415名

○町としての支援
・交付金管理システムの導入による対象農地管理
→農地確認・傾斜測定の図測・協定図作成・協定書様式への集約など、協定側の事務負担を軽減
・他事業、他制度と連携した農業支援
→多面的交付金活用した事業拡大 （中山間重複地域 ７組織）
→集落営農組織での機械共同利用、共同耕作の実施（実施検討組織含め６組織 ）

○今後の課題

協定概要 ３期実績（H26） ４期実績（H31） ５期当初（R2）

協定数 集落協定18 個別1 集落協定18 個別1 集落協定18

協定総面積（㎡） 3,695,983 3,669,681 3,460,156 前年度差△209,525㎡

協定参加者数（延べ人） 435 465 415 △50名

【※主な減少理由】

面積 ・個別協定の取りやめ
（草地等：144,367㎡の減少）
・耕作条件の困難な土地等の整理

参加者・高齢化による農家の世代継承
（親子２名義を統一）
・後継者のいない小規模農家の脱退
・耕作受け手への農地集約

・個々の耕作不利地に対する支援
山間部で立地・水利など耕作条件の困難な土地が多く、その要因は個々の農
地・一団の農用地ごとに異なっており多岐にわたるため、協定内で共同活動費や
加算における事業の実施場所や優先順位を設定すると実施出来ず、また個人の配
分を踏まえると採算性が合わない場所も多くある
→個々の土地の実状や耕作者の要望に応じた支援制度の拡充

・複合的な取り組みによる調整作業や協定事務の増加
他の集落活動組織と連携して行う加算措置において、加算要件の目標設定や
達成状況の把握を行う必要があり、全体を管理できる役員体制の構築が必須

→一部の役員に事務負担が集中しないよう、運営方針や体制の助言



①立割集落協定

○協定の概要（５期当初現在）
【協定面積】：302,421㎡ （田302,421㎡）
【交付金額】：8,165,367円（個人配分75％・共同活動費25％）
【協定参加農業者】33名

○４期までの活動内容
【体制整備加算】
・A要件：農作業の共同化・生産条件の強化
→苗床作業等の共同化（0㎡→63,491㎡）、地盤改良（2,800㎡→32,853㎡）
【超急傾斜加算を活用した取り組み】
・法面等の補修、農道のコンクリート舗装化
・交流活動の実施（地元相川米販促イベントでの活動）

○５期対策の活動方針
【実施体制】
・集落戦略作成による体制づくり
・共同防除の実施
（ドローンを活用した農薬散布実施体制の構築）
・地域外集客イベントの継続、発展
（超急傾斜加算の取り組み）



②東石原集落協定

○協定の概要（５期当初現在）
【協定面積】：297,407㎡ （田278,948㎡・畑18,459㎡）
【交付金額】：7,612,898円（個人配分80％・共同活動費20％）
【協定参加農業者】45名

○４期までの活動内容
【体制整備加算】
・B要件：農産物加工品の直販市での販売
（味噌、赤飯、おこわ等惣菜）
【超急傾斜加算を活用した取り組み】
・水田オーナー制度、都市住民体験農園の実施

○５期対策の活動方針
【実施体制】
・集落戦略作成による体制づくり
・集落活動センターの活動と連携した取り組み
（農産物販売体制の強化）
【超急傾斜加算→棚田加算活用した取り組みへ向けた調整】
・農産物加工販売の強化、販売額目標の設定


